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研究費等の管理に関する取扱要領 

2007年10月18日 

制定 

  

 改正 2008年３月３日 2009年３月30日  

   2012年３月21日 2013年２月13日  

   2013年３月８日 2015年９月30日  

   2016年３月４日 2017年３月16日  

   2018年２月６日 2019年５月30日  

   2020年６月23日 2022年３月15日  

   2023年４月27日 2023年11月27日  

   2024年４月25日    

（根拠） 

第１条 予算管理に関する取扱要領第28条の規定に基づき、科学研究費助成事業などの公的研究資金、

受託研究費、奨学寄付金、寄付教育研究プロジェクト宛寄付金などの学外研究資金等及び予算管理

単位予算として計上された予算で教員個人、先端的教育研究拠点、研究室、実験室、演習等に配分

された学内研究費等（以下「研究費等」という。）の管理に関する取扱要領を定める。 

（目的） 

第２条 この取扱要領は、研究費等の執行の手続き及び取扱の基準を明らかにし、研究費等の適正か

つ効率的な執行に資することを目的とする。 

２ この取扱要領に定めるほか、研究費等の執行にあたり、経理処理全般については経理規程、同取

扱細則、固定資産事務取扱要項及び競争入札、見積り合わせ及び随意契約並びに契約締結に関する

取扱要領、予算執行全般については予算管理に関する取扱要項、旅費交通費の執行については旅費

規程及び旅費交通費取扱要領等、関連する諸規程の定めに従わなければならない。 

（研究費等の統括管理体制） 

第３条 研究費等のうち、学外研究資金等については、当該研究資金等による事業を推進する部、館、

所等の長が、また、学内研究費等については、予算管理責任者が研究費等管理責任者となり、研究

費等を適切に管理しなければならない。 

２ 学外研究資金等のうち公的研究資金については、前項に定める研究費等管理責任者を部局責任者

とする。 

（適用の範囲） 

第４条 この取扱要領の定めにより執行する研究費等の範囲、その研究費等管理責任者等は、別表１

のとおりとする。 

（執行の範囲） 

第５条 研究費等は、これによる事業を遂行するために直接必要となる経費に充当しなければならな

い。 

２ 各研究費等ごとに執行することができる範囲は、別表２のとおりとする。ただし、学外研究資金

による研究プロジェクト、私立大学等経常費補助金対象事業等で特段の定めがある場合は、これに

従うこととする。 

（学外研究資金等の予算額） 

第６条 学外研究資金等のうち、以下に定めるものについては、研究等に係る直接経費及び知的貢献

費並びに一般管理費又は間接経費を区分し、予算額を設定する。 

(１) 奨学寄付金・寄付教育研究プロジェクト寄付金 

収入額の90％を直接経費とし、残りを一般管理費とする。 

(２) 共同研究費・受託研究費・学術指導費 

直接経費の20％以上を間接経費とする。なお、知的貢献費を設定する場合、直接経費及び知的

貢献費の合計額の20％以上を間接経費とする。 

２ 前項に定めるもののほか、科学研究費助成事業等の公的研究資金で予め直接経費と直接経費以外

の諸経費（以下「間接経費等」という。）が区分されている場合は次のとおりとする。 

(１) 予め直接経費と間接経費等の割合が定められている場合は、これに従い予算額を設定する。 
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(２) 一定の範囲で直接経費と間接経費等の割合を定めることができる場合は、原則として間接経

費等を設定可能な上限額として予算額を設定する。 

（支払請求の時期） 

第７条 研究費等は、予算を執行する会計年度の４月１日以降でかつ、当該研究費等を執行するため

に必要となる所定の手続きが完了したのちに支払を請求することができる。ただし、在外研究費に

ついては、所定の手続きが完了していれば、予算を執行する会計年度より前に支払を請求すること

ができる。 

２ 学外研究資金等による研究費等の支払は、原則として当該研究資金等の入金日以降に行わなけれ

ばならない。ただし、公的研究資金で特段の定めがある場合は、この限りではない。 

３ 会費、前払図書、賃貸料等、役務の提供が一定期間に渡る物件等については、原則として予算を

執行する会計年度と役務の提供期間が一致していなければならない。 

（合算使用の制限） 

第８条 研究費等は、別に定めのあるものを除き、他の研究費等又は他の経費等を合算することによ

り単一の物件等を執行することはできない。 

（予算の打ち切り） 

第９条 研究費等は、予算管理に関する取扱要項第11条第１項の定めに基づき、予算を超える執行を

してはならない。 

２ 予算額を超えて執行した場合は、当該会計年度内に超過した金額を戻し入れしなければならない。 

（予算の繰越） 

第10条 学外研究資金等のうち、以下に定めるものについては、各々の範囲内で予算執行残額を次年

度へ繰り越すことができるものとする。 

(１) 受託研究費・共同研究費 

受託契約若しくは共同研究契約期間内 

(２) 学術指導費 

学術指導契約期間内 

(３) 奨学寄付金のうち特定の事業宛のもの 

当該事業実施期間内 

(４) 奨学寄付金のうち特定の事業宛でない教員宛のもの 

当該教員在職期間内 

(５) 寄付教育研究プロジェクト寄付金研究費 

プロジェクト実施期間内 

(６) 科学研究費助成事業 

国が定める期間内 

２ 学内研究費等のうち、以下に定めるものについては、各々の範囲内で予算執行残額を次年度へ繰

り越すことができるものとする。 

(１) 個人研究費 

予め計画した２カ年 

(２) 教育研究基盤整備費及び研究環境充実費（学部・研究科等分） 

予算配分年度の翌年度から４カ年 

(３) 部門研究費、研究拠点形成支援費、先端的教育研究拠点研究費及び研究環境充実費（研究セ

ンター分） 

各研究プロジェクトの終了年度内 

(４) 国際学術論文公開奨励研究費 

交付を受けた年度の翌年度内 

(５) 研究環境充実費（産学連携奨励分） 

予算配分の対象となる教員の在職期間内 

（本学学生及び学外者の取扱い） 

第11条 学外研究資金による研究プロジェクト並びに学内研究費等のうち部門研究費、研究拠点形成

支援費、先端的教育研究拠点研究費又は研究環境充実費による研究プロジェクトにおいては、本学

学生及び学外者を共同研究者とすることができる。 
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２ 共同研究者たる本学学生及び学外者が研究費等の執行を行う場合は、研究代表者を定めた共同研

究者名簿を別表１に定める研究費等管理責任者に届け出なければならない。 

３ 共同研究者たる本学学生及び学外者に出張をさせる場合は、所定の出張申請書及び出張報告者を

作成しなければならない。ただし、旅費規程第11条に定める出張については、この限りではない。 

（執行方法） 

第12条 研究費等の執行は、研究計画に基づき、別表１に定める取扱事務室を経て、予算管理に関す

る取扱要項別表１に定める方法に従い行わなければならない。 

（立替払） 

第13条 立替払が可能な物件等について、やむを得ず立替払を行ったときは、予算管理に関する取扱

要項第25条の定めに従い、速やかに精算しなければならない。 

（固定資産の帰属・管理） 

第14条 研究費等で取得した図書、機器備品等の管理及び保管については、予算管理に関する取扱要

項第18条に定める物件管理責任者の下、個人の所有のものと区別し、各人が責任をもって行わなけ

ればならない。 

２ 研究費等で取得した機器備品については、備品登録を行い、必要に応じ現物調査を行うものとす

る。 

３ その他、調達及び管理については、経理規程、同取扱細則、固定資産事務取扱要項、競争入札、

見積り合わせ及び随意契約並びに契約締結に関する取扱要領及び予算管理に関する取扱要項の定め

るところによる。 

（事務） 

第15条 この取扱要領に関する事務は、財務部経理課が取り扱う。 

（改廃） 

第16条 この取扱要領の改廃は、経理責任者が決定する。 

附 則 

この取扱要領は、2024年５月１日から施行する。 

別表１ 略 

別表２ 略  


